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令和４年９月玉村町教育委員会定例会議事録 

 
日　時　令和４年９月２２日（木）　午後２時００分～午後２時３０分 
場　所　玉村町役場４階会議室 
日　程　第１　議事録署名委員の指名について 

第２　会期の決定について 
第３  前回書面開催の結果について 
第４　行事日程について 
第５　教育長報告 

　　　　　　　報告第 ８ 号　玉村町社会教育委員会の開催結果について 
　　　　　　　報告第 ９ 号　玉村町歴史資料館運営委員会の開催結果について 
　　　　　　　報告第１０号　令和５年成人式について 

　　　　第６　承認第 ５ 号　令和４年６月玉村町議会提出議案（予算）について 

承認第 ６ 号　令和４年７月玉村町議会提出議案（予算）について 

承認第 ７ 号　令和４年９月玉村町議会提出議案（予算）について 

議案第２２号  令和４年度末県費負担教職員人事方針について 

議案第２３号　玉村町教育委員会表彰の受賞者の決定について 

第７　その他 
１）報告連絡事項 

・子ども議会について 
・田中奨学金の寄附について 

 

２）その他 
 

出席者　（教育委員） 
            教 育 長　　　角 田　博 之 
　　　　　　教育長職務代理者　　　田 村　恭 一 
　　　　　　教 育 委 員　　　須 永　智 
            教 育 委 員　　　木 暮　朱 美 
　　　　　　教 育 委 員　　　井 上  景 子 
　　　　（事務局） 
　            学校教育課長　　　  根岸　真早子 
　            生涯学習課長　　　  宇津木 雅 彦 
　　　　（学校教育課職員） 
　　          書　　記　　　　　  金子　英明 
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教育長（角田博之） 

それでは、定例会を始めさせていただきます。 

 

日程第１　議事録署名委員の氏名について 

教育長（角田博之） 

日程第１　議事録署名委員の氏名について、今回は、井上委員を指名いたします。 

 

日程第２　会期の決定について 

教育長（角田博之） 

日程第２　会期の決定について、本日一日限りといたします。 

 

日程第３　前回書面開催の結果について 

教育長（角田博之） 

日程第３　前回の書面開催の結果について、資料の２ページをご覧ください。 

令和４年７月玉村町教育委員会定例会書面開催結果。 

１）令和４年６月教育委員会定例会議事録　承認４名 

２）議案第２１号　令和５年度使用教科用図書の採択について　承認４名 

全ての議案について、全委員の表決書の承認をもって可決されました。議決日は、

令和４年７月２２日です。ご承認いただきまして、大変ありがとうございました。 

 

日程第４　行事日程について 

教育長（角田博之） 

日程第４　行事日程について、お願いします。 

 

学校教育課長（根岸真早子） 

令和４年１０月行事予定表に基づき報告 

 

生涯学習課長（宇津木雅彦） 

令和４年１０月行事予定表に基づき報告 

 

教育長（角田博之） 

行事日程について、ご質問等ございますか。 

 

須永委員 

　　町民運動会は実施しないという事でよろしいですか。 
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生涯学習課長（宇津木雅彦） 

　　実施しません。その代わりに玉村町社会体育館リニューアルイベントを実施します。 

 

教育長（角田博之） 

その他ございますか。 

 

全委員 

なし 

 

日程第５　教育長報告 

報告第８号　玉村町社会教育委員会の開催結果について 

報告第９号　玉村町歴史資料館運営委員会の開催結果について 

報告第１０号　令和５年成人式について 

 

教育長（角田博之） 

３つの報告について、一括でお願いいたします。 

 

生涯学習課長（宇津木雅彦） 

　　議案に基づき提案説明 

　　まず、報告第８号玉村町社会教育委員会の開催結果についてです。８月２５日に令

和４年度第２回玉村町社会教育委員会を開催いたしました。会議では、各種団体の見

守り活動等について意見交換を行いました。町が何らかの形で関与している見守り活

動について、事務局から報告がありました。環境安全課や健康福祉課が協力している

団体は、ベストやたすきを使用して活動しています。委員からも各地区で活動してい

る団体の実態について報告がありました。また、学校で把握している地縁団体につい

ての報告もありました。散歩等の普段の生活の延長に住民同士がつながることを理想

としているため気軽に参加できるようになるべくハードルを下げておりますが、高齢

化等で参加者が減少していることもあり、社会教育委員会としてできることがないか

考える必要があるという意見がありました。議事録については、４ページから７ペー

ジをご覧ください。 

　　次に、報告第９号玉村町歴史資料館運営委員会の開催結果についてです。７月２５

日に令和４年度第１回玉村町歴史資料館運営委員会が開催されました。会議では、令

和３年度の事業報告および令和４年度の事業計画について説明し、意見交換を行いま

した。 

企画展や特別展の展示方法についての意見、スタンプラリーについての意見、ミニ 

企画展「昔の道具展」の開催時期や、滝川用水に関する企画展等で使用した資料の再



4 

利用などについて意見をいただきました。今後検討していきたいと思います。議事録

は９ページから１２ページです。 

　次に、報告第１０号令和５年成人式についてです。成人年齢が今年の４月から引き

下げられたことを受けて、今後の玉村町の成人式について検討した中で、対象を１８

歳からにするかという意見もありましたが、近隣の市町村の動向も踏まえた上で、玉

村町は今までどおり２０歳を対象とすることにさせていただきました。また、名称に

ついて、成人式という名称をそのまま使用するのはそぐわないだろうということで、

成人式の代表者会議で決めてもらうこととし、８月に開催された代表者会議で１４ペ

ージの資料のとおり「輝く二十歳～Shining Twenty」と決定しました。この名称で今

年度は実施したいと思います。 

　近隣の市町村の状況については、「二十歳の集い」や「二十歳を祝う会」等といっ

た名称となっています。日程は１月８日です。開催方法は昨年同様２部制で行います。

昨年からの変更点としては、保護者の入場を１名のみ認めることとなっています。そ

の他の内容は昨年と同様です。内容については代表者会議で決定したものとなってい

ます。以上のような内容で進めたいと考えています。教育委員の皆さんについては、

昨年同様２名ずつ分かれてそれぞれの部に主催者として出席いただく予定です。よろ

しくお願いいたします。以上で報告を終了します。 

 

教育長（角田博之） 

ありがとうございます。ご質問等ございますか。 

 

全委員 

なし 

 

教育長（角田博之） 

ちなみに、成人式は県内の全ての市町村が二十歳を対象として実施します。 

ネーミングについても、大変良いものを代表者会議で考えていただき、素晴らしい

ネーミングになったと思います。お祝いをしたいと思います。 

 

 

日程第６　議事　 

承認第５号　令和４年６月玉村町議会提出議案（予算）について 

承認第６号　令和４年７月玉村町議会提出議案（予算）について 

承認第７号　令和４年９月玉村町議会提出議案（予算）について 
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教育長（角田博之） 

予算関連の議案ですが、これらについても一括でお願いします。 

 

学校教育課長（根岸真早子） 

　　承認第５号について、議案に基づき提案説明 

　　それでは、１５ページになります。６月の補正予算案については、５月の定例会に

おいてご承認いただいております。その後６月議会の議決を受け、既に予算を執行し

ております。内容の説明は省かせていただきます。 

 

生涯学習課長（宇津木雅彦） 

　　生涯学習課分についても同様です。 

　　 

生涯学習課長（宇津木雅彦） 

承認第６号について、議案に基づき提案説明 

　　７月に臨時会を開催していただき実施したものです。当初、令和４年度の町民体育

祭について、これまでのブロック競技と自由参加型の体験スポーツイベントなどを行

う新しい町民体育祭を計画しましたが、感染症の影響により各ブロックにおける選手

の選考が困難な状況であり、町民体育祭の実施は困難な事から、今年度の町民体育祭

は中止とすることとし、当初予算に計上した町民体育祭に係る予算３５０万円を減額

しました。一方、昨年度大規模改修を実施した社会体育館においては、感染症の拡大

状況を踏まえ、リニューアルした体育館の内覧会などを行いませんでした。リニュー

アル後３ヶ月あまりを経過しましたが、コロナ前の利用者と比較し約５０％減少して

いる事から、時期は遅くなってしまいましたが生まれ変わった社会体育館に多くの方

に来場していただくことで、さらなる利用促進を図ることと、健康増進・スポーツの

振興を目的に社会体育館リニューアルイベントを開催するため、新たに２３５万円の

補正予算を計上しました。簡潔に言いますと、町民体育祭を中止してリニューアルイ

ベントに振り替えるということになります。当初の町民体育祭の予算をそのまま使用

するのは目的外になりますので、臨時会を開催していただき予算の振り替えを行いま

した。お手元に本日配布したリニューアルイベントのチラシがあると思いますが、内

容についてはチラシにあるとおりです。初心者バスケットボール教室やトレーニング

ルーム体験会、ニュースポーツ体験会、池谷直樹さんによるアトラクション等となっ

ています。ぜひご来場いただければと思います。 

 

学校教育課長（根岸真早子） 

　　承認第７号について、議案に基づき提案説明 

　　２３ページ以降になります。教育委員会関係の９月補正予算について、教育長の臨
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時代理とさせていただきましたので、内容を報告いたします。まず歳入についてです

が、ライオンズクラブ様より２０万円の教育費の寄付金をいただきました。次に、歳

出の、主な内容について説明いたします。まず各学校等の施設における電気料につい

ては、電力会社の料金値上げに対応するものです。次に、小学校の施設修繕料につい

てですが、うんていや鉄棒などの遊具に係る安全基準が見直された関係で、点検の結

果不適格となったものについて、基準を満たすための修繕を実施します。各校によっ

て修繕内容が違いますので詳細は省略させていただきます。次に、教育振興費ですが、

先程の歳入にありました寄付金を活用して、小中学校幼稚園の児童生徒園児用の図書

を購入いたします。さらに、各校の施設の劣化や故障による修繕工事や支障木等の剪

定・伐採、管理用備品の購入等を行います。次に、３０ページです。中学校費の地域

運動部活動推進事業についてですが、国や県で進めている部活動の地域移行のモデル

事業として、玉村町ソフトテニスクラブが、両中学校のソフトテニス部の生徒を対象

に、玉村町中学生ソフトテニス教室として週末、主に土曜日の練習を指導していただ

いています。予算について、地域運動部活動推進事業として当初予算計上しておりま

したが、保険料以外は全て県が直接支払うこととなりましたので、生徒の保険料のみ

を一般経費として予算を振り替えたものです。以上です。 

 

生涯学習課長（宇津木雅彦） 

　　続いて生涯学習課分です。３４ページからです。文化財保護費ですが、重田家住宅

に関して職員が行う日常の管理に必要な消耗品等の購入や修繕料、備品購入費などを

計上いたしました。また、重田家住宅で、現在月一回程度イベントを実施しています

が、新たに重田家住宅活用事業として群馬県の地域振興調整費を活用して展示ケース

の購入や消耗品、パンフレットやパネル作成の委託料を計上しました。県の地域振興

調整費の補助率は１／２となっています。次に、３５ページです。歴史資料館費です

が、映像展示コーナーにある６５インチの液晶テレビの更新を行うものです。次に、

３６ページです。文化センター管理事業についてですが、ガス代と電気代の高騰への

対応となるものです。工事については、事務室と和室のエアコンの更新を行います。

３７ページの社会体育館の管理費ですが、電気料の価格高騰への対応、トレーニング

マシンの修繕料、体操用マットのクリーニング委託料、ポータブル放送設備のヘッド

セットマイクの購入等となっています。以上です。 

 

教育長（角田博之） 

予算関係の説明でしたが、質問等ございますでしょうか。 

 

全委員 

　　なし 
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教育長（角田博之） 

　　ありがとうございます。承認５号、６号、７号について承認いただきました。 

 

議案第２２号　令和４年度末県費負担教職員人事方針について 

 

教育長（角田博之） 

資料の３９、４０ページです。令和４年度末県費負担教職員人事方針ということで、

前文の部分を、事前にお配りしたものと変えさせていただきました。基本目標につい

て第５次玉村町総合計画の文言を第６次玉村町総合計画のものに変更したものです。

方針と方策については、昨年度と変更ありません。県の人事要綱も変更ありませんの

で、それを踏襲する形でいきたいと思います。方針の１、全町的な立場に立つという

こと、それから２の組織の機能化・活性化に資するというところを重視したいと思い

ます。特に各学校の活性化、これを重視した人事を進めていきたいと考えています。

方策については、総合的に判断するということ、具体的には同一校勤続年数５年以上

の者は、配置換えを考慮し、８年以上の者は、配置換えを行うことを原則とするとい

うことです。ただし、総合的に判断するという観点から、５年未満の職員も異動する

事もありうるということはお含み置きいただければと思います。これは今までも同様

でした。次に、他郡市交流、中堅教員交流等の交流人事を積極的に推進するというこ

とです。昨年度までも積極的に推進してきています。玉村町にずっといるのではなく、

他の市町村も経験してまた玉村町の戻るということで力がつくのではないかと思っ

ています。中堅教員交流というのは、基本３年間です。３年間他市町村へ行って、３

年後にまた戻ってくると、また同様に他市町村から玉村町に３年間来てまた戻るとい

うことで行っています。これも引き続き積極的に推進していきたいと思います。また、

小中間の人事交流を推進するということで、これも今までも行っておりますが、同じ

義務教育校ですし、群馬県の教員はほとんどが小中両方の教員免許を持っております

ので、相互の人事交流も推進していきたいと考えています。この人事方針に基づいて

進めていきたいと考えています。以上です。 

 

教育長（角田博之） 

質問等ございますでしょうか。 

　　教員人事については、関係市町村や県等と調整しながら進めていきますので、一任

いただければありがたいと思います。管理職人事については、２月の定例会、一般教

員については、３月の定例会で提案させていただいて、ご承認いただきたいと思いま

す。 
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全委員 

異議なし 

 

議案第２３号　玉村町教育委員会表彰の受賞者の決定について 

 

教育長（角田博之） 

玉村町教育委員会表彰の受賞者の決定について、よろしくお願いいたします。 

 

学校教育課長（根岸真早子） 

　　議案に基づき提案説明 

　　資料の４２ページ、４３ページです。一覧にある生徒について、玉村町教育委員会

表彰対象者としたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

 

教育長（角田博之） 

質問等ございますでしょうか。 

 

田村委員 

関東大会の結果はいかがだったのでしょうか。 

 

学校教育課長（根岸真早子） 

　　玉村中学校の体操部女子については、目標の８位入賞を達成しました。その他入賞

は、南中学校陸上個人の内田君が８位入賞となっています。 

 

田村委員 

ありがとうございました。 

 

教育長（角田博之） 

その他、質問等ございますでしょうか。 

　　受賞者として決定してよろしいでしょうか。 

 

全委員 

異議なし。 

 

教育長（角田博之） 

それでは、資料に記載の生徒を受賞者として決定いたしました。 
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日程第７　その他　 

　１）報告連絡事項 

　　　・子ども議会について 

　　　　学校教育課長より、令和４年度子ども議会についての報告あり。 

 

　　　・田中奨学金の寄付について 

　　　　学校教育課長より、田中奨学金の寄付についての報告あり。 

　　　 

２）その他 

　教育長（角田博之） 

　　　続きまして、委員の皆さんから何かございますか。 

 

井上委員 

　　　学校給食費の完全無償化・高校生世代の医療費無料化について、先日、太田市が

子育て支援を拡充する一環で、小中学校の給食費を無償化する方針を明らかにしま

した。１０月から中学校、来年４月から小学校で適用するとの事です。人口２０万

人以上の規模の自治体が完全無償化に乗り出すのは県内で初めてだそうです。 

県によると、小学校の給食を完全無償化している県内自治体は、２１年９月１日

時点で、渋川、みどり、神流、下仁田、南牧、中之条、長野原、嬬恋、草津、東吾

妻、板倉の１２市町村となっています。そろそろ玉村町も本腰を入れて少子化対策

に取り組んでも良いのではないでしょうか。 

昨年、玉村町が行った講演会「目からうろこの少子化対策」でも先生がおっしゃ

っていました。「やらない理由を探すのではなく、どうしたら実現できるか考えよ

う。」昨年度の子ども議会においても、「学校給食費の無償化と高校生世代までの医

療費無料化」は議題に上がっていました。物価の高騰により全ての子育て世帯は、

家計が圧迫されています。社会を支えるのは人です。次世代に命をつなぐ事を真剣

に考える事も教育の役割だと思います。頑張った人間が損をする世の中ではなく、

頑張った分だけ恩恵を受けられる社会を作る事が必要なのではないでしょうか。 

 

教育長（角田博之） 

ありがとうございます。その他ございますか。 

 

全委員 

　　なし 
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教育長（角田博之） 

以上で令和４年９月定例会を終了します。


